
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日 
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

「
正
当
な
理
由
」
を
限
定
的
に
解
釈
す
る
な
ど
、
恣
意
的
な
判
断
に
基
づ
き
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第

二
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
が
不
当
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
。
特
に
、
実
習
実
施
者

の
人
権
侵
害
行
為
等
に
よ
り
、
や
む
を
得
ず
一
時
的
に
実
習
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
技
能
実
習
生
に
対
し
て
、
同
号
が
不

当
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
技
能
実
習
の
実
情
等
を
十
分
に
調
査
す
る
な
ど
慎
重
な
運
用
を
行
う
こ
と
。 

二 

同
号
に
基
づ
き
在
留
資
格
を
取
り
消
し
た
件
数
及
び
そ
の
事
例
の
概
要
を
公
表
す
る
こ
と
。 

三 

同
法
第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
に
基
づ
い
て
意
見
を
聴
取
す
る
際
に
は
、
意
見
を
聴
取
す
る
入
国
審
査
官
は
、
在
留
資
格

の
取
消
し
の
対
象
と
さ
れ
る
外
国
人
に
及
ぼ
す
影
響
の
大
き
さ
を
十
分
に
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
外
国
人
の
置
か
れ
た

生
活
実
態
等
に
配
慮
し
て
、
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
を
定
め
、
通
訳
の
配
置
等
を
行
う
こ
と
。 

四 

同
法
第
七
十
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
難
民
そ
の
他
の
者
の
庇
護
の
国
際
的
重
要
性
に
鑑
み
、
日

本
に
庇
護
を
求
め
る
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
な
い
よ
う
、
留
意
す
る
こ
と
。 



五 

難
民
該
当
性
に
関
す
る
判
断
の
要
素
及
び
人
道
配
慮
に
よ
る
保
護
対
象
の
明
確
化
な
ど
難
民
認
定
に
係
る
制
度
の
一
層
の

透
明
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
。 

六 

同
法
第
七
十
四
条
の
六
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
入
国
・
在
留
手
続
の
適
正
な
支
援
業
務
に
不
当
な
介
入
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
な
い
よ
う
、
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
。 

七 

新
た
な
在
留
資
格
「
介
護
」
の
創
設
に
つ
い
て
は
、
介
護
人
材
と
し
て
中
・
長
期
に
日
本
に
滞
在
し
、
能
力
を
発
揮
す
る

外
国
人
介
護
労
働
者
が
増
加
す
る
可
能
性
に
鑑
み
、
社
会
保
障
制
度
の
適
用
や
生
活
上
の
問
題
へ
の
対
応
な
ど
、
日
本
語
能

力
の
向
上
を
含
め
て
、
地
域
に
お
け
る
職
業
上
、
生
活
上
の
支
援
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
政
府
は
関
係
機
関
と
連
携
し

て
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

八 

本
法
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
討
を

加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

九 

今
後
の
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
国
内
人
材
の
確
保
を
前
提
と
し
つ
つ
、
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス

を
踏
ま
え
、
政
府
全
体
で
の
総
合
的
な
検
討
を
速
や
か
に
進
め
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


